
  

 

テレワーク制度の本格的な導入についてテレワーク制度の本格的な導入についてテレワーク制度の本格的な導入についてテレワーク制度の本格的な導入について    

 ～ だれでも いつでも どこでも ～ Anyone Anytime Anywhere ～ 

 

１１１１    趣趣趣趣    旨旨旨旨    

〇ＩＣＴを活用して「しごと改革」を推進する「スマート県庁構築事業」の一環 

〇平成 28 年度コンプライアンス推進取組方針「しごと改革」の取組に位置付け 

    

２２２２    対象職員対象職員対象職員対象職員    

     すべての常勤職員（教育委員会所管の県立学校は除く） 

 

３３３３    実施内容実施内容実施内容実施内容    

○サテライトオフィス勤務 

○在宅勤務 

    

４４４４    実施時期実施時期実施時期実施時期    

平成 28 年６月 15 日（水）から 

 

５５５５    試行からの拡充点試行からの拡充点試行からの拡充点試行からの拡充点    

 ○サテライトオフィスの全県設置○サテライトオフィスの全県設置○サテライトオフィスの全県設置○サテライトオフィスの全県設置    

            

   ※在宅勤務専用パソコン５台は利用状況をみながら増設    

    ○○○○対象職員の拡大対象職員の拡大対象職員の拡大対象職員の拡大    

    

    

    ○手続きの簡素化○手続きの簡素化○手続きの簡素化○手続きの簡素化    

    

    

             

６６６６    参考参考参考参考    

  試行中の利用状況（H27.8.3～H28.6.9） 

  ・サテライトオフィス勤務／63人 延べ187回 （目標：60人以上） 

  ・在宅勤務／24人 延べ67回 （目標：20人以上） 

平 成 28 年 (2016 年 )６月 10 日  

  総 務部 職 員キャリア開 発センター 

  （所 長）角 田道 夫  （担 当）田 中久 代  

  電   話：026-235-7290（直通）

026-232-0111（代表）内線 2204 

  F A X： 026-235-7490 

  E-maii：career@pref.nagano.lg.jp 

資料７ 

４か所（３合庁・県庁） ／ ９台 11 か所（10 合庁・県庁） ／ 18 台 

知事部局 知事部局 

企業局、議会事務局、教育委員会事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局 

実施計画・実績報告を廃止 

サテライトは NS ポータルで予約・報告 

（在宅勤務は所属内決裁） 

実施計画・実施報告（紙）を提出 

サテライトは NS ポータルで予約 

（在宅勤務は所属内決裁） 

平 成 28 年 (2016 年 )６月 10 日  

  総 務部 行 政改 革 課  

 （課 長）井 出英 治  （担 当）上 田岳 義  

  電   話：026-235-7029（直通）

026-232-0111（代表）内線 2558 

  F A X： 026-235-7030 

E-maii：gyokaku@pref.nagano.lg.jp 

平 成 28 年 (2016 年 )６月 10 日  

 企画振興部情報政策課情報システム  

（課長）塩沢宏昭 （担当）阿部孝明  

  電   話：026-235-7071（直通）

026-232-0111（代表）内線 5122 

  F A X：026-235-0517 

E-maii：joho@pref.nagano.lg.jp 


